
岐阜県政記者クラブ加盟社各位  

令和７年１０月１０日（金） 岐阜県発表資料 

担 当 課 担 当 係 担 当 者 電 話 番 号 

産業 

イノベーション

推進課 

イノベーション 

推進係 
木村 
粥川 

内線3744 
直通058-272-8392 
F A X058-278-2679 

 
一般社団法人岐阜県発明協会 

事務局長 
小川 

代表058-370-8851 
(R7.10.14～20は 
058-295-1161) 

 

「２０２５年岐阜県発明くふう展」を開催します  

 

 県・岐阜市・一般社団法人岐阜県発明協会では、科学技術の開発を奨励するため、

県民の優れたアイデア・発明を募集し、展示・表彰する「岐阜県発明くふう展」を

開催します。 

 

記 

＜展示＞ 

１ 日 時 令和７年１０月１７日（金）～２０日（月）の４日間 

      １０：００～１８：００（最終日は１６：００まで） 

 

２ 会 場 ショッピングセンター「マーサ２１」 

１階「マーサスクエア」及び４階「マーサホール」 

      （岐阜市正木中１－２－１） 

 

３ 部門ごとの出展点数・展示場所 

部   門  出展点数 展示場所 

 一般の部 １８点  
 １階「マーサスクエア」 

 ４階「マーサホール」 

 児童・生徒の作品の部 １９８点   ４階「マーサホール」 

 児童・生徒の絵画の部 １１２点   １階「マーサスクエア」 

 商標・社標の部 １２点   １階「マーサスクエア」 

 

＜表彰式＞ 

審査会による選考の上、特に優秀な発明や作品・絵画を表彰します。 

※各賞の受賞者は、１０月１７日（金）に発表予定。 

４ 日 時 

「児童・生徒の作品の部」、「児童・生徒の絵画の部」 

（作品の部）令和７年１０月１９日（日）１４：３０～１５：１５ 

（絵画の部）令和７年１０月１９日（日）１５：３０～１６：００ 

「一般の部」 

 令和７年１０月２０日（月）１５：００～１６：００ 

５ 会 場 １階「マーサスクエア」 

 



６ 主 催  岐阜県、岐阜市、一般社団法人岐阜県発明協会 

 

７ 後 援 文部科学省、特許庁、中部経済産業局、岐阜県教育委員会、 

岐阜県市長会、岐阜県町村会、日本弁理士会、公益財団法人中部科学 

技術センター、日本弁理士会東海会、公益社団法人発明協会 

 

 

８ 問い合わせ先 

  一般社団法人岐阜県発明協会（各務原市テクノプラザ１－１ テクノプラザ５階） 

  電話：０５８－２９５－１１６１ 

令和７年１０月１４日（火）～２０日（月） ９：００～１８：００ 

（最終日は１６：００まで） 

０５８－３７０－８８５１（上記以外の期間） 

 

 

 
（参考） 
 ＜各部門の概要＞  
  １  一般の部  

県内に在住する個人・グループ又は法人を対象に、産業上
又は日常生活に有益な新製品、アイデア作品を募集。専門家
・学識経験者で構成された審査委員会が審査し、受賞者を決
定。  

  ２  児童・生徒の作品の部  
県内の小・中・高等学校の児童・生徒を対象に、発明くふ

うしたものを募集。専門家・学識経験者で構成された審査委
員会が審査し、受賞者を決定。  

 ３  児童・生徒の絵画の部  
県内の小・中学校の児童・生徒を対象に、「未来の科学の

夢や未来の世界」を描いたものを募集。専門家・学識経験者
で構成された審査委員会が審査し、受賞者を決定。  

 ４  商標・社標の部  
県内に在住の個人または法人を対象に、商標・社標として

現在使用しているものを募集（表彰対象外）。  


